
業 務 委 託 契 約 書 

 

 

横須賀市（以下「甲」という。）は法人名  （以下「乙」という。）と障害児者移動支援事業

の実施について、次のとおり契約を締結する 

（委託業務の範囲） 

第１条 甲は、障害児者移動支援事業実施要綱（平成 18 年 10 月 1 日施行。以下「要綱」

という。）に基づく障害児者移動支援事業の業務（以下「業務という。」）を乙に委託し、

乙はこれを受託する。 

（実施事業所） 

第 2条 業務を実施する事業所（以下「事業所」という。）は、乙が運営する事業所名  （事

業所番号：  ）とする。 

（委託料） 

第 3 条 甲は、乙に対して、業務の処理に関する費用として、次に定める基準額から第 5

条第 1項に定める利用者負担額を差し引いた額（以下「委託料」という。）を支払う。 

１ 個別支援基本型 

（１）所要時間 30分未満の場合                      1,800円 

（２）所要時間 30分以上 1時間未満の場合                 2,600円 

（３）所要時間 1時間以上の場合   2,600円に 30分増すごとに 800円を加算した額 

２ 個別支援加算型 

（１）所要時間 30分未満の場合                      2,050円 

（２）所要時間 30分以上 1時間未満の場合                 3,100円 

（３）所要時間 1時間以上の場合   3,100円に 30分増すごとに 1,050円を加算した額 

３ グループ支援 

（１）所要時間 30分未満の場合                      1,300円 

（２）所要時間 30分以上 1時間未満の場合                 1,850円 

（３）所要時間 1時間以上の場合   1,850円に 30分増すごとに 550円を加算した額 

４ 医療的ケア加算 

（１）所要時間 30分未満の場合                       600円 

（２）所要時間 30分以上 1時間未満の場合                 1,200円 

（３）所要時間 1時間以上 1時間 30分未満の場合              1,800円 

（４）所要時間 1時間 30分以上２時間分未満の場合             2,400円 

５ 自立通所（通学）支援加算 

（１）所要時間 30分未満の場合                       600円 

（２）所要時間 30分以上 1時間未満の場合                 1,200円 

（３）所要時間 1時間以上 1時間 30分未満の場合              1,800円 

（４）所要時間 1時間 30分以上２時間分未満の場合             2,400円 

（委託料の請求） 

第 4条 乙は、請求書（第１号様式）にサービス提供報告書（第２号様式）を添付のうえ、
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前月分をその翌月の 10日までに甲に請求するものとする。ただし、神奈川県国民健康保

険連合会へ請求支払い事務を委託する場合は、請求書の提出を省略することができる。 

２ 医療的ケア加算及び自立通所（通学）支援加算については、支援を開始する前月まで

に届出書（第３号様式もしくは第４号様式）の提出を行うものとする、また、自立通所

（通学）支援加算については、支援の終了時に実施報告書（第５号様式）の提出を行う

ものとする。 

３ 委託料の支払い期日については、毎月精算払いとし、甲が乙の適法な請求書及びサー

ビス提供報告書を受理した日から起算して 30 日以内（国民健康保険法（昭和 33 年法律

第 192号）第 45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会の支払時期を勘案して適宜

に定めるものとする。）に行うものとする。 

（利用者負担金の受領） 

第 5 条 乙は、要綱第 9 条に定める利用者負担金を移動支援サービスの提供を受ける者又

はその保護者（以下「利用者等」という。）に毎月直接請求し、その支払いを受けるもの

とする。ただし、利用者負担金の負担上限額については、「地域生活支援事業負担上限額

に関する要綱」（平成 18年 10月 1日制定）の規定による。 

２ 乙は、前項の額の支払いを受けるほか、利用者等の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域において業務を行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者等か

ら受けることができる。 

３ 乙は、前２項の費用の額の支払いを受けた場合は、その費用の種類を区別してその内

容を明らかにした領収書を、利用者等に交付しなければならない。 

４ 乙は、第２項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければな

らない。 

（利用者等に求めることができる金銭の支払いの範囲等） 

第６条 乙は、前条第１項及び第２項に掲げる支払いのほか、その金銭の使途が直接利用

者の便益を向上させるものであって、利用者等にその負担を求めることが適当と認めら

れるものの支払いを受けることができる。 

２ 前項の規定により金銭の支払いを求める際は、その金銭の使途及び額並びに利用者等

に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等に

対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 乙は、利用者等が移動支援サービスの利用の申込みを行ったときは、その利用申

込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第 16条に規定

する運営規定の概要、従事者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該移動支援サービス

の提供の開始について当該利用者申込者の同意を得なければならない。 

２ 乙は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 77条の規定に基づき書面の交付を行う

場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 



第８条 乙は、移動支援サービスを提供するときは、当該移動支援サービスの内容、利用

者等に提供することを契約した移動支援の量（以下「契約支給量」という。）その他の必

要な事項（以下「受給者証記載事項」という。）を利用者等の地域生活支援事業受給者証

に記載しなければならない。 

２ 前項の契約支給量の総量は、甲が決定する当該利用者等の支給量を超えてはならない。 

３ 乙は、移動支援サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の

必要な事項を甲に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前 3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（サービスの提供の記録） 

第９条 乙は、移動支援サービスを提供した際は、当該移動支援サービスの提供日、内容、

その他の必要な事項を、移動支援サービスの提供の都度記録しなければならない。 

２ 乙は、前項の規定による記録に際しては、利用者等から移動支援サービスを提供した

ことについて確認を受けなければならない。 

（従業者及びサービス提供責任者） 

第１０条 乙は、業務を実施するため、介護福祉士、居宅介護従業者養成研修修了者、介

護保険法（平成 9年法律第 123号）で訪問介護員として認められる者等、「指定居宅介護

の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告

示第 538号）」の規定の例により、移動支援サービスを適正に提供することができる人員

（以下「従業者」という。）を配置しなければならない。 

２ 乙が事業者ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算法で２．５以上とする。 

３ 乙は、事業者ごとに、常勤の従業者であって専ら当該業務に従事する者のうち、事業

の規模に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

４ 前項に規定するサービス提供責任者は、第 13条に規定する移動支援計画の作成業務を

行うほか、乙に対する移動支援サービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技

術指導等のサービス内容の管理等を行うものとする。 

５ 乙は、従業者の資質の向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。 

（管理者） 

第１１条 乙は、事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 前項に規定する管理者は、事業所の従業者及び業務を一元的に管理するとともに、業

務を適正に実施するため、従業者に対し必要な指揮命令を行わなければならない。 

（設備及び備品等） 

第１２条 乙は、事業所に、業務を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か、移動支援サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。 

（移動支援計画の作成） 

第１３条 乙は、利用者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて、

具体的なサービスの内容等を記載した移動支援計画を作成しなければならない。 

２ 乙は、前項の移動支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を



説明するとともに、移動支援計画を交付しなければならない。 

３ 乙は、移動支援計画作成後においても、当該移動支援計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて当該移動支援計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する移動支援計画の変更について準用する。 

（主たる対象とする障害の種類） 

第１４条 乙は、別に甲に届け出ることにより、業務の主たる対象とする障害の種類を定

めることができる。 

（緊急時等の対応） 

第１５条 乙は、移動支援サービスの提供中において、利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

（運営規定） 

第１６条 乙は、事業者ごとに、次の各号に掲げる業務の運営についての重要事項に関す

る運営規定を定めておかなければならない。 

１ 業務の目的及び運営の方針 

２ 従業者の種類、員数及び職務の内容 

３ 営業日及び営業時間 

４ 業務の内容及び利用者から受領する費用の額 

５ 通常の業務の実施地域 

６ 緊急時等における対応方法 

７ 業務の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

８ 虐待の防止のための措置に関する事項 

９ その他運営に関する重要事項 

（介護輸送の取扱い） 

第１７条 乙は、移動支援計画に基づき必要と認められる場合は、利用者に対し移動支援

サービスの提供と連続的・一体的に介護輸送を実施することができる。ただし、その実

施にあたっては、道路運送法（昭和 26年法律第 183号）の法令等に抵触しないように充

分に留意しなければならない。 

（経理の区分） 

第１８条 乙は、業務に係る収入及び支出について、その他の事業の会計と区分して経理

しなければならない。 

（記録の整備） 

第１９条 乙は、業務に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び事業実施の記録書類を

整備し、当該帳簿等の書類を事業実施年度終了後５年間保管しておかなければならない。 

（報告及び調査等） 

第２０条 甲は、必要に応じ、乙に対して業務の執行状況及び経理内容について報告を求

め、又は調査若しくは監査をすることができる。 

（事故発生時の対応） 

第２１条 乙は、業務の実施中に事故が発生したときは、速やかに甲及び利用者の家族等



に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、利用者に対する移動支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

３ 乙は、事故発生の経過及びその対応について、甲に対し事故報告書を提出しなければ

ならない。 

（秘密の保持） 

第２２条 乙は、正当な理由がなく、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはなら

ない。 

（個人情報の保護） 

第２３条 乙は、業務の実施に伴い、個人情報を取り扱うときは、「個人情報の保護に関す

る法律（平成 15年法律第 57号）」を遵守しなければならない。 

（損害賠償） 

第２４条 乙は、業務の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（甲の解除権） 

第２５条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙が、この契約に違反したとき。 

（２）甲が、乙の業務の実施が不適当を認めたとき。 

（３）乙が、正当な理由なく甲の指示に従わないとき。 

（委託料の返還） 

第２６条 乙は、第 20条の規定に基づく甲による業務の執行状況等の調査又は監査の結果、

委託料を不当に支出したことが明白なときは、甲に委託料を返還しなければならない。 

（業務執行方法の調整） 

第２７条 甲及び乙は、必要の都度、業務執行方法等について調整を図り、業務が円滑か

つ適正に執行されるように努めるものとする。 

（契約期間） 

第２８条 この契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

 ただし、期間満了前 30日までに甲、乙双方から何らの意思表示がないときは、この契約

は令和９年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで１箇年更新するものとし、当該期間が

満了したときも、また同様とする。 

２ 前項の場合において、翌年度以降における委託料の基準額について変更があったとき

は、この契約は更新されないものとする。 

（その他） 

第２９条 業務の執行は、この契約に定めるもののほか、要綱の定めるところによる。 

２ この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定

するものとする。 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を



保管するものとする。 

 

令和８年４月１日 

 

 

甲 横須賀市小川町１１番地 

  横須賀市長 上地 克明 

 

 

乙  


